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は
じ
め
に

説
明
事
項

１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
に
つ
い
て

３
上
位
計
画
等
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

※
土
地
利
用
計
画
：
「
市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画
」
の
こ
と
を
い
う
。

４
土
地
利
用
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
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１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
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地
域
活
性
化
に
資
す
る
土
地
利
用
に
つ
い
て

開
発
許
可
制
度
の
弾
力
的
運
用
を
図
る
（
規
制
緩
和
）

三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

改
定

土
地
利
用
計
画

策
定

各
土
地
の
も
つ
特
性
に
応
じ
て

５
つ
の
区
分
に
分
類
し
、
開
発
適
正
に
応
じ
た
土
地
利
用
を
図
る

：
保
全
区
域

：
森
林
区
域

：
農
業
区
域

：
集
落
区
域

：
区
域
１

（
条
例
指
定
区
域
）

自
然
環
境
の
保
全
を
図
る
べ
き
区
域

緑
豊
か
な
民
有
林
等
を
保
全
す
る
区
域

農
地
を
保
全
し
、
農
業
の
振
興
を
図
る
区
域

既
に
一
団
的
に
土
地
利
用
が
さ
れ
て
お
り
、

良
好
な
居
住
環
境
の
形
成
及
び
維
持
を
図
る
区
域

集
落
区
域
か
ら
災
害
危
険
性
の
あ
る
土
地
を
除
外

し
た
区
域
で
、
地
域
活
性
化
を
促
進
す
る
区
域

１ ２

１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

♦
平
成

2
7
年

7
月

§
三
田
市
都
市
計
画
法
施
行
条
例
第
４
条
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１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て
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用
途

：
公
益
上
必
要
な
建
築
物
・
日
常
生
活
に
必
要
な
物
品
の
販
売
店
等

１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

対
象
区
域

：
集
落
区
域

ま
た
は
集
落
区
域
内
の
住
宅
敷
地
か
ら
１
０
０
ｍ
以
内
の
土
地
の
区
域

こ
れ
ま
で
は
、
一
定
の
密
度
以
上
で
建
築
物
が
連
た
ん
し
て
い
る
土
地
と
い
う
限
ら
れ
た
区
域
で
の
み
、

公
益
上
必
要
な
建
築
物
・
日
常
生
活
に
必
要
な
販
売
店
等
を
建
築
す
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
こ
の
土
地
利
用

計
画
に
お
い
て
集
落
区
域
に
指
定
さ
れ
た
区
域
お
よ
び
当
該
区
域
内
の
住
宅
敷
地
か
ら
１
０
０
ｍ
以
内
の

土
地
の
区
域
で
以
下
の
建
築
物
等
が
建
築
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
代
表
的
な
建
築
物
】

≪
公
益
上
必
要
な
建
築
物
≫

✓
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
社
会
福
祉
施
設

✓
診
療
所

♦
公
益
上
必
要
な
建
築
物
・
日
常
生
活
に
必
要
な
物
品
の
販
売
店
等
と
は

開
発
許
可
制
度
の
弾
力
的
運
用

≪
日
常
生
活
に
必
要
な
物
品
の
販
売
店
等
≫

✓
物
販
小
売
店
、
飲
食
店

✓
美
容
院
、
理
髪
店

✓
自
動
車
修
理
工
場
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指
定
基
準

市
指
定
の
場
合

住
民
提
案
の
場
合

家
屋
等
の
連
た
ん

お
お
む
ね

5
0
ｍ
以
下

住
宅
敷
地
同
士
で
あ
れ
ば

1
0

0
ｍ
以
下

区
域
の
規
模

1
㏊
以
上

1
㏊
以
上

戸
数
密
度

6
～

7
戸
／
㏊

農
地
を
省
き
、

6
～

7
戸
／
㏊

家
屋
が
建
ち
並
ぶ
街
区

区
域
の
基
本
と
す
る

必
ず
し
も
基
本
と
し
な
い

１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

♦
集
落
区
域
指
定
に
つ
い
て
（
平
成
２
７
年
７
月
）

※
三
田
市
が
区
域
を
指
定

住
民
提
案
に
よ
る
市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
計
画
の
変
更
の
場
合
は
「
基
本
的
考
え
方
」
に

よ
ら
ず
、
そ
の
地
域
（
集
落
）
の
特
性
・
実
情
に
よ
り
集
落
区
域
の
設
定
を
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

兵
庫
県
の
指
定
基
準
を
も
と
に
エ
リ
ア
を
設
定
し
て
弾
力
化
や
手
続
き
の
簡
素
化
を
実
現

♦
令
和
５
年
４
月

更
な
る
開
発
許
可
制
度
の
弾
力
的
運
用
を
図
る

三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

改
定

-7-



１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

用
途

：
①
世
帯
分
離
の
た
め
の
住
宅

②
借
家
か
ら
の
転
居
の
た
め
の
住
宅

③
居
住
水
準
向
上
の
た
め
に
敷
地
拡
大
す
る
住
宅

④
農
林
業
等
の
振
興
に
寄
与
す
る
建
築
物

対
象
区
域

：
条
例
指
定
区
域
（
土
地
利
用
計
画
の
区
域
１
）

開
発
許
可
制
度
の
弾
力
的
運
用

用
途

条
件
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地
域
か
ら
の
申
し
出
を
受
け
、
市
が
変
更
を
す
る
必
要
が
あ
る
か

ど
う
か
判
断
を
行
う
に
あ
た
り
、
あ
ら
か
じ
め

三
田
市
都
市
計
画
審
議
会
の
意
見
を
聴
く

地
域
の
住
民
が
主
体
と
な
っ
て
、
地
区
内
の
土
地
所
有
者
等
に
よ
り
、

市
街
化
調
整
区
域
土
地
利
用
の
変
更
を
申
し
出
る

§
三
田
市
都
市
計
画
法
施
行
条
例
第

5
条
第

1
項

§
三
田
市
都
市
計
画
法
施
行
条
例
第

6
条
第

4
項

１
土
地
利
用
計
画
に
つ
い
て

♦
土
地
利
用
計
画
の
変
更
申
出
制
度
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２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ｊ
Ｒ
三
田
駅

変
更
位
置
：
小
柿

平
成
１
０
年
７
月
３
１
日

市
街
化
調
整
区
域
編
入

Ｊ
Ｒ
新
三
田
駅

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更

Ⅰ
位
置

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
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Ⅰ
位
置

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ⅰ
位
置
（
広
域
図
）

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ⅰ
位
置
（
航
空
写
真
）

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ⅰ
位
置
（
現
地
写
真
）

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ⅱ
申
出
区
域
の
概
要

地
番

三
田
市
小
柿
８
９
４
番
地
１
ほ
か
２
２
筆

規
模

約
１
．
０
ha

住
宅
戸
数

６
軒

Ⅱ
申
出
理
由

小
柿
地
区
は
、
平
成
10
年
に
市
街
化
調
整
区
域
に
指
定
さ
れ
て
以
来
、
継
続
的

な
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
衰
退
、
地
域
活
力
の
低
下
、
そ
し

て
生
活
環
境
の
悪
化
（例
：空
家
の
発
生
）が
進
行
し
て
い
ま
す
。

こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
に
、
申
出
区
域
を
新
た
に
集
落
区
域
と
し
て
指
定
す

る
こ
と
で
、
申
出
区
域
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
既
存
の
建
物
や
土
地
利
用
に
供
し
て

も
支
障
の
な
い
敷
地
な
ど
を
利
用
し
、
地
域
住
民
が
利
用
で
き
る
生
活
サ
ー
ビ
ス

店
舗
な
ど
と
し
て
活
用
で
き
る
可
能
性
を
広
げ
、
地
域
の
活
性
化
を
図
り
た
い
。

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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Ⅲ
災
害
ハ
ザ
ー
ド

２
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
変
更
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３
上
位
計
画
等
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
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ま
ち
の
再
生
の
取
組
み
施
策
（
抜
粋
）

★
農
村
地
域
の
活
力
と
魅
力
を
育
む
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

✓
地
域
活
力
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
に
向
け
、
市
街
化
調
整
区
域
の
機
能
・
役
割

を
踏
ま
え
つ
つ
、
土
地
利
用
計
画
の
変
更
や
地
区
計
画
制
度
の
活
用
等
、
地
域
が

主
役
の
ま
ち
づ
く
り
を
支
援
し
ま
す
。

３
上
位
計
画
等
と
の
関
連
性
に
つ
い
て

♦
第
５
次
三
田
市
総
合
計
画

♦
三
田
市
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン

ま
ち
づ
く
り
の
実
現
方
策
（
抜
粋
）

★
農
村
地
域
の
土
地
利
用
の
弾
力
化

✓
地
域
特
性
に
応
じ
た
良
好
な
居
住
環
境
を
創
出
す
る
た
め
、
市
街
化
調
整
区

域
土
地
利
用
計
画
の
変
更
申
出
制
度
の
活
用
を
推
進
し
ま
す
。

✓
住
民
提
案
に
よ
る
土
地
利
用
計
画
の
申
出
に
お
い
て
は
、
地
域
の
特
性
・

実
情
に
よ
り
、
一
定
条
件
の
も
と
、
新
た
に
生
活
利
便
施
設
や
社
会
福
祉

施
設
が
立
地
可
能
な
集
落
区
域
を
設
定
で
き
る
こ
と
と
す
る
。
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４
土
地
利
用
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
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Ⅵ
土
地
利
用
計
画
図
（
変
更
案
）

４
土
地
利
用
計
画
の
変
更
案
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